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大
会
は
亀
井
弘
明
副
理
事

長
・
事
務
局
長
（
日
新
火
災
）

の
総
合
司
会
の
下
、
全
国
大

会
担
当
常
務
理
事
・
松
下
義

行
氏
の
歓
迎
の
言
葉
に
引
き

続
き
、
上
田
理
事
長
が
開
会

を
宣
言
、
次
い
で
理
事
・
評

議
員
会
お
よ
び
会
員
総
会
が

順
次
開
催
さ
れ
、
昨
年
度
の

事
業
報
告
、
同
収
支
報
告
、

桑
原
典
子
氏
（
監
事
・
新
全

国
大
会
担
当
）
の
会
計
監
査

報
告
の
後
、
新
年
度
の
事
業

計
画
並
び
に
予
算
案
等
が
承

認
さ
れ
、
最
後
に
役
員
の
改

選
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、

会
長
に
戸
出
正
夫
氏
、
理
事

長
に
上
田
和
勇
氏
、
副
理
事

長
・
事
務
局
長
に
亀
井
弘
明

氏
、
評
議
員
会
長
に
平
岡
豁

氏
が
そ
れ
ぞ
れ
留
任
し
、
新

常
務
理
事
に
桑
原
典
子
氏

（
欣
辰
日
本
語
学
校
）
、
新

理
事
・
監
事
に
饗
庭
正
氏

（
関
西
大
学
）
が
選
出
さ
れ

た
。
そ
の
後
、
亀
井
事
務
局

長
の
司
会
に
よ
り
、
３
氏
に

よ
る
研
究
報
告
が
行
わ
れ

た
。

　
最
初
の
報
告
者
は
松
下
義

行
氏
（
元
大
阪
府
警
察
、
元

関
西
国
際
大
学
）
で
、
「
最

近
の
『
犯
罪
リ
ス
ク
』
情

勢
」
と
題
し
、
主
な
犯
罪
の

発
生
概
況
と
対
策
の
課
題
に

つ
い
て
報
告
し
た
。
刑
法
犯

認
知
件
数
は
２
０
０
２
年
の

２
８
５
万
件
を
ピ
ー
ク
に
、

24
年
は
約
74
万
件
に
激
減
し

て
い
る
も
の
の
、
体
感
治
安

は
良
く
な
っ
て
い
な
い
と
い

う
。
ま
た
件
数
に
は
増
加
傾

向
が
見
ら
れ
る
等
、
問
題
は

少
な
く
な
い
と
主
張
し
た
。

　
特
に
、
外
国
人
犯
罪
グ
ル

ー
プ
に
よ
る
万
引
き
や
金
属

盗
が
増
加
し
て
い
る
が
、
ド

ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
な
ど
で
化
粧

品
や
医
薬
品
な
ど
を
国
外
に

転
売
す
る
目
的
で
大
量
に
万

引
き
す
る
事
犯
が
増
加
し
て

お
り
、
ま
た
、
太
陽
光
発
電

施
設
等
か
ら
電
線
な
ど
を
大

量
に
盗
む
組
織
的
な
金
属
盗

が
各
地
で
多
発
し
、
深
刻
な

リ
ス
ク
に
な
っ
て
い
る
。

　
凶
悪
・
重
要
犯
罪
の
情
勢

に
つ
い
て
み
る
と
、
殺
人
事

件
は
減
少
し
て
い
る
が
、
無

差
別
殺
傷
事
件
な
ど
特
異
事

件
が
頻
発
し
、
社
会
に
不
安

感
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
強

盗
も
減
少
し
て
い
る
も
の

の
、
「
ト
ク
リ
ュ
ウ
」
（
匿

名
・
流
動
型
犯
罪
グ
ル
ー

プ
）
や
「
闇
バ
イ
ト
」
に
よ

る
事
件
が
頻
発
、
不
安
感
醸

成
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
と

し
た
。
ま
た
、
不
同
意
性
交

な
ど
も
増
加
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
23
年
の
法
改
正
で
届

出
や
法
の
適
用
が
容
易
に
な

っ
た
影
響
で
は
な
い
か
と
い

う
。
そ
の
他
、
幼
児
等
へ
の

猥
褻
目
的
の
拉
致
誘
拐
事
件

が
増
加
し
て
お
り
、
中
高
生

の
犯
行
が
目
立
っ
て
増
加
し

て
い
る
と
報
告
し
た
。

　
特
殊
詐
欺
や
投
資
・
ロ
マ

ン
ス
詐
欺
の
被
害
も
増
加
し

て
い
る
。
電
話
に
よ
る
「
特

殊
詐
欺
」
が
件
数
も
被
害
額

も
増
加
し
て
お
り
、
件
数
は

約
22
万
件
、
被
害
額
は
７
２

２
億
円
で
過
去
最
悪
と
な
っ

て
い
る
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
よ
る

「
投
資
・
ロ
マ
ン
ス
詐
欺
」

が
急
増
、
件
数
は
１
万
件
、

高
額
被
害
が
急
増
し
被
害
額

は
１
０
０
０
億
円
を
超
え
る

と
い
う
。
ま
た
、
東
南
ア
ジ

ア
に
拠
点
を
置
き
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ

等
で
「
か
け
子
」
を
集
め
て

組
織
的
に
詐
欺
を
敢
行
し
て

い
る
ケ
ー
ス
も
報
告
。
サ
イ

バ
ー
空
間
で
の
被
害
や
サ
イ

バ
ー
攻
撃
の
被
害
が
深
刻
化

し
て
い
る
実
態
に
つ
い
て
も

報
告
し
た
。

　
最
後
に
防
犯
対
策
に
触

れ
、
「
狙
わ
れ
な
い
平
素
の

防
犯
対
策
」
「
狙
わ
れ
た
時

の
被
害
を
防

ぐ
対
策
」

「
犯
行
被
害

時
の
被
害
を

最
小
化
す
る

対
応
」
の
三

つ
を
掲
げ

た
。

　
二
番
目
の

報
告
者
の
山

田
秀
樹
氏

（
元
大
阪
府

警
察
、
労
務

管
理
士
）
は

「
危
険
運
転

致
死
傷
罪
は

過
失
に
よ
る
も
の
？
」
と
題

し
、
故
意
と
過
失
の
狭
間
に

あ
る
交
通
犯
罪
対
策
の
あ
り

方
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

　
１
９
６
９
（
昭
和
44
）
年

の
交
通
反
則
通
告
制
度
の
発

足
か
ら
、
交
通
違
反
の
多
く

は
「
犯
罪
」
で
は
な
く
な
っ

た
。
そ
れ
ま
で
は
交
通
違
反

に
課
さ
れ
る
も
の
は
罰
金
で

あ
っ
て
「
交
通
前
科
」
と
な

っ
て
い
た
。
自
動
車
運
転
免

許
取
得
が
急
増
す
る
中
で
、

こ
れ
で
は
近
い
将
来
「
１
億

総
前
科
者
」
と
な
っ
て
し
ま

う
。
こ
の
よ
う
な
予
想
か
ら

道
交
法
関
連
の
法
令
改
正
・

制
度
改
正
が
行
わ
れ
、
交
通

反
則
通
告
制
度
が
誕
生
、
い

わ
ゆ
る
交
通
違
反
は
あ
く
ま

で
過
失
で
犯
し
た
行
為
で
あ

り
、
故
意
と
し
て
の
犯
罪
で

は
な
い
と
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。

　
一
方
、
近
年
の
悪
質
重
大

交
通
事
故
を
発
生
さ
せ
た
者

の
処
罰
に
つ
い
て
は
、
被
害

者
の
処
罰
感
情
は
殊
の
ほ
か

強
く
、
社
会
的
公
平
感
が
損

な
わ
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る

を
得
な
い
よ
う
な
状
況
が
急

激
に
増
加
し
て
き
た
。
こ
の

点
に
関
し
て
山
田
氏
は
、
こ

こ
数
年
、
特
に
「
自
動
車
の

運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ

る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る

法
律
」
の
罰
則
の
改
正
な
ど

も
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、

悪
質
重
大
交
通
事
故
に
対
す

る
処
罰
感
情
に
後
れ
を
取
っ

て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な

い
と
し
、
故
意
と
過
失
と
の

狭
間
の
交
通
犯
罪
防
止
対
策

に
つ
い
て
一
般
的
市
民
感
情

か
ら
問
題
を
考
え
て
み
た
い

と
主
張
し
た
。

　
そ
こ
で
、
報
告
者
自
身
の

法
改
正
に
関
与
し
た
経
験
か

ら
、
法
令
制
定
や
改
正
に

は
、
一
般
の
常
識
が
反
映
さ

れ
て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど

で
あ
る
と
述
べ
、
人
々
の
記

憶
に
残
っ
て
い
る
よ
う
な
悪

質
重
大
交
通
事
例
を
５
例
取

り
上
げ
、
現
状
で
の
問
題
点

を
整
理
・
報
告
し
た
。

　
山
田
氏
は
こ
れ
ら
の
検
討

を
踏
ま
え
た
上
で
、
酒
気
帯

び
運
転
と
大
幅
な
速
度
超
過

の
故
意
性
を
論
じ
る
。
そ
し

て
、
従
来
の
故
意
・
過
失
理

論
で
は
解
決
で
き
な
い
交
通

違
反
・
交
通
犯
罪
の
存
在
を

肯
定
す
る
。
そ
の
上
で
、
刑

法
典
の
故
意
過
失
と
の
関
連

性
に
つ
い
て
論
じ
「
交
通
事

故
の
悲
惨
さ
、
結
果
の
重
大

性
に
苦
し
ん
で
い
る
と
の
思

い
を
抱
い
て
い
る
の
は
、
交

通
被
害
者
の
立
場
を
理
解
す

る
交
通
事
故
捜
査
員
の
思
い

で
も
あ
る
」
と
述
べ
、
悪
質

重
大
事
故
被
害
者
の
苦
し
み

は
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
消
え

る
こ
と
は
な
い
と
強
く
訴
え

た
。

　
最
後
の
報
告
で
は
渡
邊
容

子
氏
（
元
明
治
大
学
）
が

「
若
年
性
認
知
症
の
就
労
継

続
に
係
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

課
題
」
と
題
し
、
現
在
、
増

加
傾
向
に
あ
る
65
歳
未
満
の

就
労
現
役
世
代
が
罹
患
（
り

か
ん
）
す
る
若
年
性
認
知
症

に
つ
い
て
そ
の
実
態
、
就
労

等
の
分
析
か
ら
就
労
継
続
の

問
題
を
報
告
し
た
。

　
認
知
症
は
一
般
的
に
は
高

齢
者
に
多
い
病
気
で
あ
る

が
、
65
歳
未
満
で
発
症
し
た

場
合
は
「
若
年
性
認
知
症
」

と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
若
年
性
認
知
症
は
ま

さ
に
現
役
世
代
の
病
気
で
あ

る
と
言
え
る
。
就
労
は
は
な

は
だ
困
難
と
な
り
、
本
人
や

家
族
が
被
る
経
済
的
損
失
や

心
理
的
衝
撃
は
非
常
に
大
き

い
。
し
か
も
、
若
年
性
認
知

症
は
病
理
学
上
、
65
歳
以
上

に
発
症
す
る
認
知
症
と
は
異

な
り
、
最
も
多
い
ア
ル
ツ
ハ

イ
マ
ー
型
認
知
症
に
限
る
が

高
齢
発
症
者
に
比
べ
病
状
の

進
行
が
速
い
。
そ
し
て
、
高

齢
発
症
者
に
は
物
忘
れ
な
ど

が
多
い
が
、
若
年
発
症
者
に

は
初
期
の
症
状
と
し
て
は
抑

う
つ
、
意
欲
低
下
、
ミ
ス
の

増
発
、
仕
事
の
低
能
率
化
が

見
ら
れ
る
。

　
若
年
性
認
知
症
の
有
病
率

は
人
口
10
万
人
あ
た
り
50
・

９
人
。
総
数
は
36
万
人
と
推

計
さ
れ
て
お
り
、
初
発
の
症

状
は
家
庭
よ
り
職
場
で
認
識

さ
れ
や
す
い
特
徴
を
持
つ
。

そ
し
て
受
診
を
促
す
こ
と
が

非
常
に
困
難
で
あ
る
だ
け
で

な
く
、
鬱
（
う
つ
）
、
精
神

的
ス
ト
レ
ス
、
更
年
期
障
害

な
ど
と
症
状
が
類
似
し
て
い

る
た
め
、
初
期
診
断
が
誤
ら

れ
る
場
合
も
多
い
と
さ
れ
て

い
る
。
本
人
は
自
覚
に
乏
し

く
家
族
も
病
気
と
認
め
な
い

場
合
が
多
い
。
ま
た
、
こ
の

病
気
に
つ
い
て
の
職
場
内
の

理
解
が
乏
し
く
、
職
場
環
境

は
悪
化
し
や
す
い
。
労
働
安

全
衛
生
法
に
基
づ
く
職
場
の

定
期
健
康
診
断
で
は
発
見
で

き
な
い
と
さ
れ
、
休
職
措
置

を
と
っ
て
も
、
職
場
復
帰
が

難
し
い
。

　
令
和
５
年
法
律
第
65
号
と

し
て
成
立
し
た
「
共
生
社
会

の
実
現
を
推
進
す
る
た
め
の

認
知
症
基
本
法
」
（
令
和
６

年
（
２
０
２
４
年
）
１
月
１

日
施
行
）
第
１
条
は
認
知
症

の
人
を
含
め
た
国
民
一
人
一

人
が
そ
の
個
性
と
能
力
を
発

揮
し
、
相
互
に
人
格
と
個
性

を
尊
重
し
つ
つ
支
え
合
い
な

が
ら
共
生
す
る
社
会
（
「
共

生
社
会
」
と
い
う
）
の
実
現

を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
旨
を
定
め
て
い
る
。
厚

生
労
働
省
は
若
年
認
知
症
に

係
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て

認
知
症
施
策
推
進
基
本
計
画

等
を
策
定
し
、
法
の
目
的
実

現
を
図
る
が
、
要
は
国
民
一

人
一
人
が
「
新
し
い
認
知
症

観
」
を
持
ち
、
認
知
症
の
当

事
者
の
生
活
に
お
い
て
当
事

者
の
意
思
等
が
尊
重
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
認
知
症
の
当
事

者
や
家
族
等
が
他
の
人
々
と

支
え
合
い
な
が
ら
地
域
で
安

心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き

る
こ
と
、
国
民
が
認
知
症
に

関
す
る
新
た
な
知
見
や
技
術

を
活
用
で
き
る
こ
と
等
を
取

り
上
げ
て
い
る
。

　
一
方
、
職
場
に
お
い
て

は
、
本
人
に
病
気
の
意
識
が

な
い
、
ま
た
は
現
実
の
状
況

を
受
け
入
れ
な
い
（
受
診
拒

否
）
こ
と
か
ら
、
そ
の
対
応

に
困
っ
て
い
る
場
合
も
多
い

と
思
わ
れ
る
が
、
就
労
継
続

の
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
と
し

て
、
退
職
勧
奨
に
至
る
前

に
、
早
期
発
見
と
専
門
医
の

受
診
を
促
す
こ
と
、
認
知
症

の
進
行
に
応
じ
て
職
務
上
の

配
慮
や
変
更
を
行
う
こ
と
、

個
人
情
報
の
保
護
や
人
権
の

尊
重
に
留
意
す
る
こ
と
な
ど

が
、
就
労
継
続
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
重
要
な
柱
に
な
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　
最
後
に
若
年
性
認
知
症
と

就
労
の
両
立
支
援
に
つ
い
て

は
、
企
業
に
お
い
て
労
働
者

の
健
康
確
保
に
向
け
た
さ
ま

ざ
ま
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ

て
お
り
、
経
営
層
が
こ
れ
に

積
極
的
に
関
与
す
る
動
き
の

活
発
化
も
み
ら
れ
る
が
、
若

年
認
知
症
に
罹
患
し
た
労
働

者
と
仕
事
と
の
両
立
支
援
に

つ
い
て
は
個
別
性
が
高
く
、

職
場
環
境
や
業
務
の
調
整
お

よ
び
受
診
遅
滞
と
や
む
を
得

な
い
退
職
、
支
援
に
係
る
周

知
理
解
等
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

の
課
題
と
し
て
示
唆
さ
れ
て

お
り
、
就
業
継
続
の
支
援
は

個
別
事
情
を
踏
ま
え
た
個
別

的
か
つ
多
面
的
な
対
応
が
求

め
ら
れ
、
企
業
は
就
労
の
配

慮
や
退
職
の
タ
イ
ミ
ン
グ
等

の
重
責
を
抱
え
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
職
場
に
お
け

る
早
期
発
見
は
就
労
継
続
に

大
き
く
関
わ
り
、
若
年
性
認

知
症
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

ー
と
連
携
し
、
可
能
な
限
り

社
会
と
の
関
わ
り
を
絶
つ
こ

と
な
く
、
体
制
・
対
応
の
構

築
・
運
用
と
社
会
的
な
バ
ラ

ン
ス
を
保
つ
こ
と
が
不
可
欠

で
あ
る
と
強
調
し
た
。

　
最
後
に
新
常
務
理
事
・
監

事
（
全
国
大
会
担
当
）
桑
原

典
子
氏
が
閉
会
の
辞
を
述

べ
、
Ｓ
Ｒ
Ｍ
学
会
の
発
展
と

会
員
各
位
の
健
勝
を
祈
念
し

て
全
国
大
会
を
閉
会
し
た
。

Ｓ
Ｒ
Ｍ
学
会

大
阪
で
25
年
度
全
国
大
会

犯
罪
リ
ス
ク
、認
知
症
な
ど
テ
ー
マ
に

　
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
会
（
上
田
和
勇
理
事
長
〈
専
修
大
学
名

誉
教
授
〉
。
以
下
、
Ｓ
Ｒ
Ｍ
学
会
）
は
５
月
17
日
、
大
阪
市
中
央
公
会
堂
で
今
年
度

の
全
国
大
会
を
開
催
し
た
。

市
民
感
情
と
危
険
運
転
致
死
傷
罪
で
報
告
も

亀井氏

松下氏

桑原氏

上田氏

山田氏

渡邊氏


